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がん登録が、都道府県事業（地域がん登録）とし

て行われていた 2011 年、事業を円滑に行うために、

大阪府で「近畿ブロック地域がん登録会議」を立ち

上げ、近隣の府県と登録業務における課題を共有し、

解決方法を検討してきた。開始当初は、近畿 2 府 4
県、福井、三重の 8 府県の参加であったが、翌年に

は四国 4 県に拡大、計 12 府県を対象とする「広域

ブロック地域がん登録会議」となった。2016 年 1
月より全国がん登録事業が、2019 年 3 月より全国が

ん登録情報の提供が開始された現在も、参加府県の

要望を踏まえて開催している。2019 年 9 月、本会議

参加の 12 府県を対象に、「全国がん登録業務および

がん情報利用に関するアンケート」を実施した結果、

府県による指定診療所数の差や、がん罹患情報の公

表方法及び都道府県がん情報の提供に関する対応の

違いが明らかとなった。 
がん登録等の推進に関する法律 1)の第六条第 2 項

には、「都道府県知事は、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、その開設者の同意を得て、当該都道府県

の区域内の診療所のうち、届出対象情報の届出を行
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要 旨 

2016年に始まった全国がん登録事業の情報提供が 2019年に開始され1年が経過した。各都道府
県における指定診療所の数やがん情報の提供の実態を把握するため、日本がん登録協議会を通じ、
全 47 都道府県を対象としたアンケート調査を実施した。都道府県がん情報に関して、都道府県全体
における年齢階級別の罹患数および死亡数については、25～31（集計表により異なる）の都道府
県で標準集計表を用いて実数にて公表していた。医療圏・保健所・市区町村単位の罹患数（年齢区
分なし）については、標準集計表を用いた実数での公表は 16～19 県、集計値 10 未満を秘匿する
等での公表は 2～6 県であった。一方、年齢階級（5 歳階級）別罹患数については、紙媒体での公
表はほぼ見られなかったが、電子媒体では 2～3 県が実数にて公表していた。都道府県がん情報の提
供実績および指定診療所数は都道府県により違いがみられた。 
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う診療所を指定する。」とあるが、 都道府県の指定

診療所の数は明らかではない。全国がん登録情報の

提供 ア には、「 果の公表にあたり、 定の

は 等が第三者に されないよう、 計

が 1 上 10 の は、 として

すること」と がある 2）が、 都道府県において、

計 を のように公表しているか明らかではない。

指定診療所の数やがん情報の提供の実 を全国

で し、 都道府県における の方 決定の

とすることを に、 本がん登録 議会

（JACR）を 、47 都道府県を対象にアンケート

を実施した。 
 

．方  

 
JACR 事務 より、47 都道府県のがん登録 当者

に ー でアンケート （大阪府がん登

録 、 ントとして本 Web に ）を

した。 は、2020 年 3 月 11 から 26
までとし、 内 は の 3 である。

Microsoft 365 Excel（ 本 クロ ト 会 ）

を用いた。 
 

1 都道府県がん情報の公表に いて 
項 は（1）2018 年 4 月 2020 年 3 月 に

おける、都道府県がん情報の公表の有 （ 定を

）、（2）公表方法（「全国がん登録 ー ー

より出 される 計表（ を表 1 に

す。 、 計表）を公表」「加 した 表等の

公表」「その 」より ）（3）「 計表を公

表」している は、 それ れの

公表の有 、公表した の罹患年（ 定を ）、

公表年月、公表した 計表の 計 10 の

表 方法、とした。 対象の 計表の は、

10 の実数が されている のある 計 6
とし、都道府県全 、 療 、 所 、

区 で公表しているかを した。すなわち、

都道府県全 の数 を す、 計表 表 2 年

罹患数 、 、 表 10 年

数 、 、 表 1 罹患数

、 、 表 2 数 、

の 4 、 療 所 の数 を す、

表 62 年 罹患数 療 、 所

、 、 区 の数 を す、表 42
年 罹患数 区 、 で

ある。 計表 表 62 および 表 42 に い

ては、年 （5 ） 、年 区 なしでそ

れ れ設 を設定した。表 方法の は、「実数

を表 」、「「0」、「1 3」、「4 6」、「7 9」と表 」、

「「10 」と表 」、「数 を表 しない（「 」等

で表 ）」、「その 」、「表 を公表しない」の 6
区 とし、公表 を 計した。 

 
2 都道府県がん情報の提供に いて 

項 は（1）都道府県がん情報の利用 、

地域がん登録と全国がん登録で利用 の ー を

けているか、（2）対象 2019 年 4 月 1 2020
年 2 月 29 における都道府県がん情報の提供 数

とし、都道府県 で した。 
 
3 指定診療所に いて 

項 は（1）指定診療所数（2020 年 2 月 29
）、（2）診療所指定に しての条 設定の有 、

（3）指定が 当か うか等の しの有 とし、指

定診療所数と都道府県の 3)との関 に いて

検討した。 
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に対し、45 都道府県（ 、県と ）から

があった（ 95.7%）。 

1 都道府県がん情報の公表に いて 
（1）都道府県がん情報の 計 を 41 県は公表、

4 県は 公表であった。（2） 計表の公表は 36
県であった。（3） 計表の公表 は、

と の 方が 27 県、 の が 7 県、

の が 2 県であった（ 1）。 、 計

表を公表している 36 県の結果を す。

   

内容
表１ Ａ・B 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）:部位別、性別
表２ Ａ・B 年齢階級別罹患数:部位別、性別
表３-１ Ａ・B 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）:部位別、性別
表３-２ Ａ・B 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）:部位別、性別
表４ Ａ・B 発見経緯（％）:部位別
表５-１ Ａ・B 進展度・総合（％）:部位別
表５-２ Ａ・B 進展度・治療前（％）:部位別
表５-３ Ａ・B 進展度・術後（％）:部位別
表６ Ａ・B 初回治療内容割合（％）:部位別
表７ Ａ・B 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（％）:部位別
表８ Ａ・B 精度指標:部位別、性別
表９ 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）:部位別、性別
表１０ 年齢階級別死亡数:部位別、性別
表１１-１ 年齢階級別死亡率（人口10万対，100歳以上まるめ）:部位別、性別
表１１-２ 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）:部位別、性別
表１２ ５年相対生存率（％）:部位別、性別
表１３ ５年相対生存率（％）:主要部位別、性別、進展度・総合別
付表１ 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）:詳細部位別、性別
付表２ 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）:詳細部位別、性別
付表３ Ａ・B 初回治療内容割合詳細（％）:部位別
付表４２ Ａ・B 市区町村別年齢階級別罹患数:部位別、性別
付表６２ Ａ・B 医療圏別、保健所別年齢階級別罹患数:部位別、性別

A:上皮内がんを除く／B:上皮内がんを含む

表の種類

表 1 全国がん登録 ー ー 標準集計表一  

1 実態調査  

全
都
道
府
県
に
調
査
を
依
頼

回答有

45県

未回答

2県

公表41県
都
道
府
県
が
ん
情
報 非公表4県

標準集計表を公表

36県

加工した図表等のみ公表

4県

その他

1県

公
表
媒
体

紙媒体+電子媒体

27県

紙媒体のみ

2県

電子媒体のみ

7県
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罹患年および公表年  
公表した の罹患年は、 では 2016 年が

18 県（内、14 県が 2020 年 3 月に公表）、2015 年が

10 県、2013 年が 1 県であった。

では 2016 年が 21 県（内、16 県が 2020 年

3 月に公表）、2015 年が 12 県、2013 年が 1 県であ

った。 
表 2 に、36 県における 計表の 計 10
の公表 を す。 
  

【都道府県全体】 実数を表示
「0」、「1～3」、
「4～6」、「7～9」

と表示
「10未満」と表示

数値を表示しない
（「－」等で表示）

その他 当該表は公表しない

表2 年齢階級別罹患数:部位別、性別 紙媒体 県数 27 0 0 0 0

電子媒体 県数 31 0 0 0 0 5

表10 年齢階級別死亡数:部位別、性別 紙媒体 県数 25 0 0 0 1 1 10

電子媒体 県数 2 0 0 0 1 1 6

付表1 罹患数:詳細部位別、性別 紙媒体 県数 27 0 0 0 0

電子媒体 県数 31 0 0 0 0 5

付表2 死亡数:詳細部位別、性別 紙媒体 県数 27 0 0 0 0

電子媒体 県数 31 0 0 0 0 5

【医療圏単位】

表62 罹患数:部位別、性別 医療圏別 県数 18 0 0 1 1 2 16

医療圏別×
年齢階級（5歳階級）別

県数 1 0 0 0 0 35

医療圏別 県数 1 1 0 2 1 2 13

医療圏別×
年齢階級（5歳階級）別

県数 3 0 0 0 0 33

【保健所単位】

表62 罹患数:部位別、性別 保健所別 県数 17 0 0 1 1 3 17

保健所別×
年齢階級（5歳階級）別

県数 0 0 0 0 0 36

保健所別 県数 16 1 0 2 1 3 16

保健所別×
年齢階級（5歳階級）別

県数 2 0 0 0 0 34

【市区町村単位】

表42 罹患数:部位別、性別 市区町村別 県数 18 0 0 1 2 4 15

市区町村別×
年齢階級（5歳階級）別

県数 1 0 0 0 0 35

市区町村別 県数 18 1 0 3 2 4 12

市区町村別×
年齢階級（5歳階級）別

県数 3 0 0 1 0 32
電子媒体

紙媒体

電子媒体

紙媒体

電子媒体

紙媒体

表 236 都道府県における標準集計表の集計値 10 未満の公表    

N=36（ 及び は で 計表を公表している都道府県） 

*全国がん登録 ー ー 計表の表 を す。 

1 0 14 をまるめて  

2 数の 公表 

3 数の の ない 所は して公表 

4 5 は「 」と表 、 数の 1 3 を「 3」として表  
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都道府県全体  
当該表を公表している、25 31 県が、「実数を表

」と した。 表 10 年 数

、 に いては、「その （0 14 をまるめ

て ）」と した県が 1 県あった。 
医療圏・保健所単位  
療 および 所 罹患数（年 区 なし）

は、16 19 県が「実数を表 」し、2 4 県が、

数の 、 計 10 を する等して公表

していた。年 の罹患数に いては、33 36
県が表 を公表していなかった。 

市区町村単位  
区 罹患数（年 区 なし）では、 、

ともに 18 県が実数を表 し、それ れ 3
県、6 県で、 数の 、 計 10 を す

る等して公表していた。年 の罹患数では、

それ れ、35 県、32 県が表 を公表していなか

った。 
 
2 都道府県がん情報の提供に いて 
（1）地域がん登録と全国がん登録で利用 の

ー を けている県が 24 県、 けていない県が 20
県、 定 1 県であった。（2）都道府県がん情報の提

供実 は、 い に、21 上が 県、 県、

大阪府、11 20 が 県、 県、 県、提供

実 がない県は 5 県あった（ 数区 の都道府県

の は都道府県 ）（ 2）。 
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3 指定診療所に いて 
（1） 都道府県の指定診療所数は 0 295 施設で

あった。指定診療所数の い都道府県 に、 都道

府県の とともに 3 に す。（2）指定にあた

り らかの条 を設けている県は 5 県あった。

な条 は、 で届出が 、がん

登録 ン ン が利用 、県が開催する

全国がん登録 き方 明会に参加 がある等であ

った。（3）指定が 当か うか等の しを行って

いる県は 2 県あり、 しの方法として、診療所の

実 があること、という があった。 

 

4．  

 
本 の結果、都道府県がん情報の 計 の公表

に いては、「 公表」から「 区 年

での公表」まで、都道府県により方 は である

ことが かった。都道府県全 における年

の罹患数および 数に いては、25 31 の都道府

県で 計表を用いて実数にて公表しており、

療 所 区 の罹患数（年 区 な

し）に いては、 ともに、実数で

の公表は 16 19 県、 計 10 を する等し

て公表する都道府県は 2 6 県であった。本 結

果は法施行 （2015 年罹患 の 計）公表が ま

れていることを する 要があるが、現 での

実 を した。また、がん情報の提供に いても、

都道府県により実 に差が られた。国の第 3 が
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ん対 推進 本計 の全 に、 に

がん がん検診の 実、患者本 のがん

療の実現が げられている 4）。がん登録 ー を

と けると、 え 、 区 におい

て検診 診 のためには、 な および年

のがんの罹患数が 要であり、 療 等に

おけるがん診療 等の を知り、 がん

等の 施設 の を検討するためには、 療

の の罹患数が 要である。 な情

報の公表には、 が 定されないよう も 要

であるが、 果 ながん対 を進めるためには、

療 所 区 の な都道府県がん情

報の 計 が公表されることや、都道府県がん情報

を用いた の 進が重要であると える。 

本 から、 県、 県、三重県、 都府、

大阪府における指定診療所が いことが 明し、

とは 関が られなかった。指定診療所数が

い に いて、 は をしていないが、指定

診療所の在り方を検討するためには、 県における

がん登録事業 の や、がんの診療 も踏まえ

る 要があると える。大阪府では、本 を に、

近 2 年 に届出のない指定診療所に いて、指定

に関する意 を実施したところ、がんの診

療実 がな する診療所もあった。 の

が、 都道府県におけるがん情報の公表や利用の

進、がん登録事業の 等に がることを う。 

 

   
 

本がん登録 議会、また、 の に

いた いた 都道府県の 当者の に い

たします。本 は、厚生労働 （が

ん対 推進 事業）H30 がん対

009 の をうけたものです。 
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